
28 年度第 1 回人権施策推進協議会報告（概要）

日  時：6 月 29 日（水） ＰＭ3 時～

場  所：プラザおおるり １階第１会議室

参集委員；人権擁護委員、保護司会、校長会、小中ＰＴＡ

連絡協議会、民生・児童委員協議会、社会教育委

員会、自治会連合会など各組織代表及び市の関係

部長 １５人

内  容

１．２８年度事業計画

  〇重点施策・・インターネットによる人権侵害問題

  〇年間事業

人権に関する啓発ポスター・作文募集、学校等出前

教室、教職員研修、読み聞かせなど

２．講  演

  内容：ＳＮＳ等による人権侵害について

  講師；菅ケ谷香代氏（e ネットキャラバン講師、消費

生活相談員）

★参考資料 島田市人権施策推進指針（２７年３月）

     （人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（Ｈ１２）に基づき策定）

    〇人権とは

「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福

を追求する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権

利で、生まれながらに持っている権利」

〇基本理念

「市民一人ひとりが互いに人権を尊重しあい、

性別、年齢、国籍などにかかわらず、

  誰もが安心して豊かに暮らせるまちづくり」

〇推進体制

別紙



推進体制

本指針は、地域生活部生活安心課が所管し、推進に当たつては、横断的に関係各課が連

携を密にし、人権の視点に立った施策の推進、人権課題への適切かつ迅速な対応を図 りま

う
~。

本指針に基づく人権に関する施策の実効性を高めるため、島圏市メ、潅施策推進協議会に

おいて、取組の状況の点検や審議などを行います。

島霊市人権施策推進体策1

指針の見直 し

人権問題は、社会情勢の変化などにより新たな課題が生じることがあります。この指針

は、国等の動向や社会環境の変化に対応し、必要に応 じて見直 しを行つてしヽきます。
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島圏本人権絶策推進指針

人権意識の藁楊 人権擁護の確立
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